
令和三年政令第百七⼗五号
特定患者等の郵便等を⽤いて⾏う投票⽅法の特例
に関する法律施⾏令

内閣は、特定患者等の郵便等を⽤いて⾏う投票⽅法の特例に関する法律（令和三
年法律第⼋⼗⼆号）第三条第⼀項及び第⼗条の規定に基づき、この政令を制定す
る。

（特例郵便等投票の⼿続及び⽅法）
第⼀条 特定患者等選挙⼈（特定患者等の郵便等を⽤いて⾏う投票⽅法の特例に関
する法律（以下「法」という。）第三条第⼀項に規定する特定患者等選挙⼈をい
う。次項及び第三項において同じ。）は、請求の時において同条第⼆項に規定す
る外出⾃粛要請等期間が同項に規定する選挙期間にかかると⾒込まれるときは、
公職選挙法施⾏令（昭和⼆⼗五年政令第⼋⼗九号）第五⼗条第⼀項の規定による
請求をし、⼜は同条第四項の規定により同条第⼀項の請求がされた場合を除くほ
か、当該選挙の期⽇前四⽇までに、その登録されている選挙⼈名簿⼜は在外選挙
⼈名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員⻑に対して、当該特定患者等選挙
⼈が署名（点字によるものを除く。以下この項において同じ。）をした⽂書によ
り、かつ、法第⼆条第⼀号に規定する外出⾃粛要請⼜は同条第⼆号に規定する隔
離・停留の措置に係る書⾯を提⽰して（法第三条第⼆項ただし書の規定の適⽤が
ある場合にあっては、当該特定患者等選挙⼈が署名をした⽂書により）、投票⽤
紙及び投票⽤封筒の交付を請求することができる。
２ 次の各号に掲げる特定患者等選挙⼈が前項の規定による請求をする場合（第⼀
号に掲げる者にあっては都道府県の議会の議員⼜は⻑の選挙において当該請求を
する場合に、第三号に掲げる者にあっては衆議院議員の総選挙⼜は参議院議員の
通常選挙において当該請求をする場合に、第四号に掲げる者にあっては衆議院議
員⼜は参議院議員の選挙において当該請求をする場合に限る。）には、同項の選
挙管理委員会の委員⻑に、それぞれ当該各号に定める措置をとらなければならな
い。
⼀ 公職選挙法（昭和⼆⼗五年法律第百号）第九条第三項の規定により都道府県
の議会の議員⼜は⻑の選挙の選挙権を有する特定患者等選挙⼈ 引続居住証明
書類（公職選挙法施⾏令第三⼗五条第⼀項に規定する引続居住証明書類をい
う。次項において同じ。）の提⽰⼜は引き続き当該都道府県の区域内に住所を
有することの確認の申請
⼆ 選挙⼈名簿登録証明書（公職選挙法施⾏令第⼗⼋条に規定する選挙⼈名簿登
録証明書をいう。次項において同じ。）の交付を受けている船員（同条第⼀項
に規定する船員をいう。）である特定患者等選挙⼈ 当該選挙⼈名簿登録証明
書の提⽰
三 南極選挙⼈証（公職選挙法施⾏令第五⼗九条の七第⼀項に規定する南極選挙
⼈証をいう。次項において同じ。）の交付を受けている特定患者等選挙⼈ 当
該南極選挙⼈証の提⽰
四 在外選挙⼈証（公職選挙法第三⼗条の六第四項に規定する在外選挙⼈証をい
う。次項において同じ。）の交付を受けている特定患者等選挙⼈（当該特定患



者等選挙⼈のうち選挙⼈名簿に登録されているもので公職選挙法施⾏令第六⼗
五条の⼆に規定する者を除く。） 当該在外選挙⼈証の提⽰

３ 市町村の選挙管理委員会の委員⻑は、第⼀項の規定による投票⽤紙及び投票⽤
封筒の請求を受けた場合において、その選挙に⽤いるべき選挙⼈名簿若しくはそ
の抄本⼜は在外選挙⼈名簿若しくはその抄本と対照して（都道府県の議会の議員
⼜は⻑の選挙において、前項第⼀号に掲げる者にあっては、併せて、その者につ
いて、同項（同号に係る部分に限る。）の規定により提⽰された引続居住証明書
類を確認し、⼜は住⺠基本台帳法（昭和四⼗⼆年法律第⼋⼗⼀号）第三⼗条の⼗
第⼀項（第⼀号に係る部分に限る。）の規定により地⽅公共団体情報システム機
構から提供を受けた機構保存本⼈確認情報（同法第三⼗条の九に規定する機構保
存本⼈確認情報をいう。）に基づき引き続き当該都道府県の区域内に住所を有す
ることを確認して）、その請求をした選挙⼈が特定患者等選挙⼈に該当し、か
つ、法第三条第⼆項本⽂に規定するときに該当すると認めたときは、投票⽤封筒
の表⾯に当該選挙の種類を記⼊し、直ちに（選挙の期⽇の公⽰⼜は告⽰の⽇以前
に請求を受けた場合には、当該選挙の期⽇の公⽰⼜は告⽰の⽇以前において市町
村の選挙管理委員会の定める⽇以後直ちに）投票⽤紙及び投票⽤封筒を当該選挙
⼈に郵便等（法第⼀条に規定する郵便等をいう。）をもって発送しなければなら
ない。この場合において、前項（第⼀号に係る部分を除く。）の規定により選挙
⼈名簿登録証明書、南極選挙⼈証⼜は在外選挙⼈証の提⽰を受けたときは、当該
選挙⼈名簿登録証明書、南極選挙⼈証⼜は在外選挙⼈証に、当該選挙の種類及び
期⽇並びに当該選挙の特例郵便等投票（法第三条第⼆項に規定する特例郵便等投
票をいう。次項及び次条において同じ。）の投票⽤紙及び投票⽤封筒を交付した
旨を記⼊しなければならない。
４ 公職選挙法施⾏令第五⼗九条の五の規定は、特例郵便等投票について準⽤す
る。この場合において、同条中「前条第四項」とあるのは「特定患者等の郵便等
を⽤いて⾏う投票⽅法の特例に関する法律施⾏令第⼀条第三項」と、「選挙⼈名
簿」とあるのは「選挙⼈名簿⼜は在外選挙⼈名簿」と、「投票所）」とあるのは
「投票所）⼜は指定在外選挙投票区の投票所」と読み替えるものとする。

（公職選挙法施⾏令等の規定の適⽤）
第⼆条 特例郵便等投票について、次の表の上欄に掲げる公職選挙法施⾏令の規定
を適⽤する場合には、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表
の下欄に掲げる字句とする。
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